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１．土地利用構想の基本政策 

限られた資源である土地は、人が文化的生活を営むための基礎であり、地域の発展や

生活と深い関わりをもつものです。 

したがって、土地利用は、自然的、社会的、経済的、文化的条件や歴史などに配慮し、

公共の福祉を優先しながら、長期的な展望のもとに、総合的かつ計画的に進めていく必

要があります。 

将来像の実現に向けて、多くの人が集い、やすらぎ、活発な産業活動が展開され、地

域の活力が持続的に高まっていく土地利用を目指します。 

 

２．土地利用構想の施策 
 〔１〕豊かな自然環境の保全と生活空間としての活用 

国定公園に指定されている栗駒山、ラムサール条約（＊注）湿地の伊豆沼・内沼と

蕪栗沼・周辺水田に代表される美しい自然は、公益的な機能を持つ貴重な財産です。

また、栗駒山の山頂から伊豆沼・内沼などを含む平野部までの広いエリアが「栗駒山

麓ジオパーク」として、日本ジオパークに認定されています。市民生活をより豊かに

するために、保全と活用のバランスが取れた計画的な土地利用を推進します。 

＊注「ラムサール条約」…特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約で、昭

和４６年（１９７１年）２月２日、イランのラムサールで作成さ

れた。 

〔２〕農業振興と田園風景の保全 
農地は、食料供給の大切な空間であるとともに、洪水防止などの多面的機能を有し、

緑豊かな田園風景を形成する重要な要素の一つです。この景観保全に十分に配慮しな

がら、基幹産業である農業の、より一層の生産基盤強化を図るために、優良な農地を

確保・整備していきます。 

〔３〕商工業の振興に向けた基盤整備 

消費者ニーズの多様化や高齢化社会に対応した地域経済の基盤を整備するため、親

しみやすく魅力的な商業地形成への支援や、既存産業の良好な事業環境を整備すると

ともに、市内の有利な高速交通網と築館インター工業団地及び若柳金成インター工業

団地の２つの工業団地を最大限に活用した産業集積拠点の形成を目指し、新しい産業

の立地・育成のために必要な措置を講じます。 

〔４〕田園都市としての質的向上に向けた新たな中核機能地域の形成 

国道４号築館バイパスや、みやぎ県北高速幹線道路など、高速交通網の結節点とな

る、東北新幹線くりこま高原駅周辺から築館宮野地区までの地域を、新たに中核機能

地域として位置付け、将来的な市民ニーズへの対応や、交流人口の増加を図るために

必要な施策を講じます。  

あわせて、市内各地区における市民生活の質的向上を図るため、生活基盤の整備や

利便性が高い交通ネットワークの構築等を推進し、広い市域の効果的な土地利用を推

進します。 
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